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観光をめぐるトピックス 

 

●訪日外国人旅行：韓国、中国との間の観光交流の拡大 

平成１３年の訪日外国人旅行者数は、米国同時多発テロ事件の影響を受け成

長が鈍化し４７７万人（対前年比０.３％増）。韓国（同６.５％増）、中国（同

１１.３％増）からの旅行者は堅調に成長を維持。ワールドカップサッカー大

会、日韓国民交流年の共同開催、日中国交正常化３０周年記念交流事業を通

じ、観光交流の拡大を図る。 

 

●日本人海外旅行：航空機を利用した旅行需要の回復 

平成１３年の日本人海外旅行者数は、米国同時多発テロ事件の影響を受け 

１，６２２万人（対前年比９％減）と３年ぶりにマイナス成長。日米間の観

光交流の促進等の取組みと航空保安の強化を通じ、航空機を利用した旅行需

要の回復、喚起を図る。 

 

●観光振興をめぐる官民を挙げた新たな推進の取組み 

 ワールドカップサッカー大会をチャンスとして訪日外国人旅行者の増加と観

光振興による地域活性化を図る（小泉内閣総理大臣施政方針演説）との方針の

下で、副大臣会議を通じた関係省庁の観光振興施策の連携の取組み、民間の観

光関連産業・団体による（社）日本ツーリズム産業団体連合会の設立等官民を

挙げた新たな取組みが推進されている。 

 

●新東京国際空港における暫定平行滑走路の供用 

 平成１４年４月１８日より、暫定平行滑走路の供用を開始し、新規乗り入れ

や増便による国際航空路線網の充実、国内線の充実を図る。 

 



●ワールドカップサッカー大会を契機とした国際観光の振興 

 日本の様々な魅力を紹介し、国土交通大臣が日本への訪問を呼びかける「訪

日促進ビデオ」の国際線等における放映をはじめ、日本の魅力を多様な媒体

で海外に紹介し、訪日外国人旅行者の増加を図る。外国人旅行者の円滑な移

動と快適な観光を確保するため、航空輸送力の増強、割引運賃等の導入、多

機能ＩＣカードプロジェクト（旅行客の支払円滑化方策）、ジャパン・トラベ

ル・サポート（言語トラブルの解消方策）などの施策を推進する。 

 

●第１４回世界観光機関（ＷＴＯ）総会の開催 

 日本で初めて、また WTO 史上初めて日本と韓国の２カ国共催による第１４回

ＷＴＯ総会が大阪で開催され、「米国テロ攻撃に関する決議」、持続発展可能

な観光地づくり、休暇取得の促進等を各国に要望する「大阪ミレニアム宣言」

が採択された。 

 

●新規需要創出のための高速道路料金スーパー割引の導入 

 出発地と周遊エリアを設定し、高速道路料金を割引くとともに周遊エリア内

を乗り放題とするスーパー割引を導入した。 

 

●復帰３０周年を迎える沖縄 

 沖縄の観光客数は復帰時の１０倍を超える。米国テロ事件の影響で観光客は

大きく減少したが、需要を喚起する様々な対策を実施し、１４年に入って回

復した。沖縄振興特別措置法に基づく観光を重視した支援措置により、沖縄

観光の更なる飛躍を図る。 

 

●国営吉野ヶ里歴史公園の開園 

現存する国内最大級の弥生時代の環壕集落である吉野ヶ里遺跡の保存・活用



を図るため都市公園の整備を進めた。 

 

●「ゆとり休暇」で生活構造改革を 

現在５割程度と低い状況にある年次有給休暇の取得促進に向けてシンポジウ

ム、広報を実施した。 



 

 

 

 

 

「平成１３年度観光の状況に関する年次報告」 

（要旨） 



［平成１３年度観光の状況に関する年次報告］（要旨） 

     

１ 観光の現状はどのようになっているか  

 

１ 観光の経済効果 

（１）観光消費の経済波及効果は広い裾野をもっており、観光は他産業の振興を牽引

する２１世紀のリーディング産業として期待されている。 

諸外国と比べて、全産業に占める観光産業の規模は小さく、特に観光消費に占

める外国人旅行者のシェアは小さい。 

図 観光消費のわが国経済への貢献（推計） 

観光消費          

売上高    22.6兆円 
雇用創出  193.7万人

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省 

 

（２）平成１３年における国際旅行収支

   （国際旅行支払は４．３兆円、国

 

２ 国民の旅行に関する意識、経済環境

（１）国民のレジャー・余暇生活の充実

（２）他方、自由時間関連支出、旅行関連

る旅行関連支出（※）は対前年比

(※)１世帯あたり。宿泊料、国内・パック旅

 

３ 国際観光の動向 

（１）平成１３年における日本人海外旅行

減）。景気不振、円安傾向、9 月の

減少から、過去最大のマイナス成

（２）平成１３年における訪日外国人旅

増）。上半期のプラス成長と韓国、

各地域で成長が鈍化し、年間ではほ

観光旅行が解禁された中国からは

      
 生産効果（観光消費売上高と誘発された生産高の合計）

53.8兆円（国内生産額約931兆円の5.7%） 
雇用創出（合計） 

422.2万人（総雇用約6,700万人の6.3%） 

経済効果 

調査（2000年）

は３．６兆円の赤字であった。 

際旅行受取 ０．７兆円） 

の動向 

、中でも旅行の潜在需要は大きい。 

支出は減少傾向にあり、平成１３年におけ

５．８％減の１３万７，７９９円であった。 

行費、交通費及び旅行用かばんの年間消費額の合計。 

者数は１６，２１６千人（対前年比９．０％

米国同時多発テロ事件以降２ケタの大幅な

長を記録した。 

行者数は ４，７７２千人（対前年比０．３％

中国の堅調な成長があったが、９月以降は

ぼ前年並みの成長にとどまった。訪日団体

好調な成長を持続した(１１．３％増)。 
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図 旅行関連支出の推移 
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(注) 1 総務省統計局「家計調書」及び「消費者物価指数」により国土交通省総合政策局観光部が作成。

      2 金額は、１世帯当たり宿泊費（宿泊料、パック旅行費）交通費（鉄道運賃、航空運賃、有料道路料、他の交通）

          及び旅行用かばんの年間消費額の合計であり、１３年価格に換算している。
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（注） １ 法務省資料に基づく国土交通省総合政策局観光部集計による。
        ２ 「訪日外国人旅行者数」とは、法務省編集の「出入国管理統計年報」の入国外国人数から日本に居住
          する外国人を除き、これに外国一時上陸客等を加えた入国外国人旅行者数のことである。
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4,

図 日本人海外旅行者数、訪日外国人旅行者数の推移 
（千人）

,216 

772 



４ 国内観光の動向 

（１）平成１３年における国民１人当たり宿泊旅行は、平均２．２６回（対前年比１

１．７％減）、４．３１泊（同１６．８％減）と推計。 

観光及び兼観光については、同平均１．４２回（対前年比７％減）、２．２３

泊（同１０％減）と推計。 

景気低迷下、業務及び業務兼観光の宿泊旅行が減少（約４０％減）したことが

背景。 

また、観光及び兼観光の消費額は、国民１人当たり年間５万３，５００円（対

前年比７．０％減（名目））と推計。 

 

図 国民１人当たりの平均宿泊国内観光旅行回数及び宿泊数の推移 
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リカ同時多発テロ事件の旅行に与えた影響 

（１）主要旅行業者の日本人海外旅行取扱高は、１月から８月までは堅調に推移して

いたが、テロ事件以降の９月から１２月分累計は対前年比４０．０％減（１１

月は対前年比５２．１％減）。 

邦社４社の国際航空旅客数（２） は大幅な減少（９月から１２月分累計は対前年比２

９．３％減）。太平洋線の落込みが激しい。 

湾岸戦争時と比べて、事件による落込みは大きく、また長期化。 

（３）国内航空旅客数は１０月以降減少（９月から１２月分累計は対前年比２．４％

減）。沖縄線の落込みは激しい。湾岸戦争時は全体として影響はなかった。 

渡（４） 、航先別の日本人海外旅行者の数は、９月から１２月分累計で米国、カナダ

ハワイ、グァムが約半減した。 

ハワイの訪問旅行者について見れば、日本人旅行者の落込み、回復の遅れは際

（５）日本人海外旅行者数は、湾岸戦争時は５ヵ月後には前年の水準まで回復したが、

立っている。 

米国同時多発テロ事件からの回復は、長引く景気の停滞とテロに対する不安定

な国際情勢による旅行者の旅行手控えから長期化が懸念される。 
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（６）主催旅行のうち高品質高価格の国内旅行商品の取扱人数は９月以降対前年比増

加で推移しており、また家計消費における国内パック旅行費、鉄道運賃、有料

道路料金も対前年比増加で推移しており、海外旅行から国内旅行へのシフトが

あったと考えられる。       
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カ ナ ダ
3 4 5 ,6 2 3
( 1 0 1 .6 )

4 3 ,9 4 8
( 5 0 .9 )

2 6 ,8 4 1
( 4 2 .7 )

1 2 ,5 1 9
( 4 8 .8 )

2 0 ,0 0 2
( 8 0 .2 )

1 0 3 ,3 1 0
( 5 1 .7 )

4 4 8 ,9 3 3
( 8 3 .1 )

ハ ワ イ
1 ,1 8 7 ,3 4 9

( 9 7 .9 )
8 7 ,9 6 5
( 5 5 .8 )

6 7 ,4 4 0
( 4 5 .9 )

5 8 ,5 4 9
( 4 1 .0 )

1 0 6 ,6 7 7
( 6 7 .7 )

3 2 0 ,6 3 1
( 5 3 .0 )

1 ,5 0 7 ,9 8 0
( 8 3 .0 )

グ ア ム
7 1 8 ,9 4 5
( 1 0 1 .1 )

5 7 ,7 9 5
( 6 2 .4 )

3 3 ,0 5 1
( 4 4 .3 )

3 8 ,0 9 0
( 4 4 .7 )

5 3 ,6 5 5
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9 0 1 ,5 3 6
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マ レ イ シ ア
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2 6 ,3 5 2
( 7 5 .8 )

1 3 ,3 1 0
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1 5 ,2 6 9
( 5 7 .5 )
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( 5 6 .3 )

3 9 7 ,6 3 9
( 8 7 .2 )

シ ン ガ ポ ー ル
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6 9 ,8 2 2
( 7 8 .1 )
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韓 国
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2 0 6 ,4 6 3

( 8 7 .5 )
1 7 5 ,9 5 5

( 7 7 .7 )
1 5 7 ,4 2 5

( 6 9 .7 )
1 5 2 ,6 4 9

( 7 9 .7 )
6 9 2 ,4 9 2

( 7 8 .7 )
2 ,3 7 7 ,3 2 1

( 9 6 .2 )

台 湾
6 9 4 ,1 5 6
( 1 2 3 .1 )

7 6 ,1 5 6
( 9 0 .5 )

6 7 ,1 9 7
( 7 4 .3 )

6 8 ,3 2 5
( 7 0 .6 )

7 1 ,8 7 1
( 8 2 .3 )

2 8 3 ,5 4 9
( 7 9 .0 )

9 7 7 ,7 0 5
( 1 0 5 .9 )
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（ 注 ） 米 国 は 、 ハ ワ イ 、 グ ア ム 等 を 含 む 。

 

図 国際航空旅客数の対前年比増減の推移  方面別対前年比増減の推移 
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表 日本人海外旅行者数の各国（地域）別訪問者数 

１ ～ ８ 月
合 計

９ 月 １ ０ 月 １ １ 月 １ ２ 月
９ ～ １ ２ 月

合 計

(  ) 内 は 対 前 年 比



（７）沖縄観光への影響 

１）沖縄への観光客数は、１０月に対前年比１９．４％減、１１月には同２４．

４％減と減少し、また修学旅行は平成１２年度実績の約６５%に相当する１９

万人を超えるキャンセルが発生し、沖縄の観光は大きな打撃を受けた。 

２）このため、沖縄観光の回復と一層の促進を図るべく、１０月に①国土交通大

臣による観光関係業界トップへの協力要請、②旅行業者、旅行マスコミ等へ

の沖縄に関する正確な情報提供と旅行商品の企画・販売強化の要請（沖縄観

光振興セミナーの開催）を行ったほか、１１月には国土交通大臣のほか旅行

会社、交通事業者のトップが出席する沖縄観光振興会議の開催、１２月には

全国の旅行業者、交通事業者１，０００人余りが参加する沖縄観光促進シン

ポジウムを開催した。 

３）これらの対策により、１２月以降は減少幅が縮小した後、１４年２月には対

前年比１．２％の増加に転じ、沖縄への観光客数は回復している。 

 

沖縄観光振興シンポジウム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）旅行の安全性信頼への回復 

テロ事件後、航空機を利用した旅行の不安感等から旅行の手控えが相次いだ。 

１）このため平成１４年２月に来日したブッシュ大統領と小泉首相との間において

も、テロ事件後の旅行の安全性信頼への回復を図り、日米間の観光交流を一層

促進することで意見の一致を見たことを受け、米国への観光ハイレベルミッシ

ョンの派遣（ニューヨーク、ワシントン）、ハワイへの１，０００人を超える

官民合同使節団の派遣（VISIT HAWAII 1000）を行った。 

２）また、空港警戒体制、航空機内における保安対策等を強化し、国際民間航空機

関の航空保安に関する閣僚級会合等における国際的な取組みを通じて、航空を

利用した旅行に関する一般の人々の信頼の回復を図った。 
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２ ２１世紀における持続可能な観光に向けて ～ＷＴＯ大阪総会の開催～    

１ 第１４回世界観光機関（ＷＴＯ）総会の開催 

（１）平成１３年９月２８日からわが国で初めて、またＷＴＯ史上初めての日本・韓

国の２カ国共催による第１４回世界観光機関総会が大阪で開催され、１１７カ

国から６１名の大臣級を含む１，４００名を超える観光関係者が参加した。 

（２）総会は、米国におけるテロ事件後初めて開催される大規模な国際会議という点

で世界から着目され、わが国と韓国のイニシアティブにより「米国におけるテ

ロ攻撃に関する決議」を採択した。 

 

ＷＴＯ総会「大阪ミレニアム宣言」で各国に実施が要望された事項に関しては、 

 

２ 観光の経済波及効果 

（１）観光消費の経済波及効果調査の推計はこれまで１９９１年と２０００年に実

施し、生産波及効果、雇用効果を推計した。 

（２）国連で提唱されている、国際的に比較可能なツーリズム・サテライト・アカウ

ントと呼ばれる世界標準に即した旅行・観光産業の経済統計を整備するため、

国、都道府県レベルで観光経済統計の分析手法の確立とデータの蓄積を行うこ

とが必要である。 

 

３ 休暇取得の促進 

（１）平成１３年における労働者１人平均の年次有給休暇の付与日数は１８．０日、

そのうち労働者の取得した日数は８．９日となっている。 

（２）平成１５年からは「海の日」「敬老の日」をそれぞれ第３月曜日とすることと

なった（祝日三連休の倍増）。 

（３）年次有給休暇を活用した「ゆとり休暇」の取得促進に向けて、広報を実施する

とともに「長期休暇制度の普及と定着に関するシンポジウム」を開催した。 

（４）年次有給休暇完全取得による経済効果分析とともに、例えば現在１週間程度の

夏季連続休暇を２週間程度に拡大する等具体的な取得のあり方について啓蒙

活動や就学児童の家族旅行の促進のための環境整備を進めていく必要がある。 

 

４ 持続発展可能な観光地づくりの取組み 

（１）自然・文化遺産といった貴重な観光資源の世代を超えた継承を目指す持続可能

な観光について、研究・普及が進められている。 

（２）地域住民が主体となって「観光資源」「地域の定住環境」「来訪者の満足」を調

和させる「観光まちづくり」の取組みの支援が必要である。 
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「観光まちづくり」の取組み 

   

土産物販売の売上金を茅葺民家の保全資金  自治公民館を活用したまちの魅力 

の一部に充当、美しい町づくり条例の制定  を高める取組み、町民の雇用と食特産物

の生産体験材等（京都府美山町）         の町内調達を原則化等（宮崎県綾町） 

              

５ 観光と情報通信技術革新 

（１）国際観光振興会はインターネットを活用した観光情報の提供を強化した。 

（２）「政府観光機関」としての情報への信頼性を最大限に活用し、インターネット

上のホームページによる情報提供の強化が必要である。 
 

国際観光振興会ウェブサイトのサービス・イメージ 

（３）旅行に関わる電子商取引市場の拡大に伴い、適正な広告表示が行われているか

の点検、電子メールによる一方的な商業広告（いわゆる迷惑メール）の防止等

消費者保護の措置を講じた。 

（４）インターネット取引に係る迅速な紛争処理システムの構築等により消費者保

護対策を推進することが必要である。 
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３ 国際観光振興の施策  

（１）我が国の国際観光の現状は、訪日外国人旅行者数が日本人海外旅行者数の四分

の１程度という片方向の交流である。 

（２）国際相互理解の増進の観点だけでなく、国際収支の改善、地域の産業・雇用の

確保といった経済効果の観点からも訪日外国人旅行者数の増加のための施策

の積極的な展開が必要である。 

（３）ワールドカップサッカー大会を契機に、わが国の文化伝統や豊かな観光資源を

全世界に紹介し、海外からの旅行者数の増大と、地域の活性化を図ることとし

ている（小泉首相施政方針演説）。 

概ね２００７年を目処に訪日外国人（４） 旅行者数を８００万人に倍増させるとの

目標（「新ウェルカムプラン２１」）の下に、様々な施策を実施した。 

 

図 外国人旅行者受入数国際ランキング(1999 年)  図 外国旅行者数国際ランキング(1999 年) 
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１ 魅力ある旅行先として明確なイメージの確立 

（１）「ものづくり」を中心とした工業国イメージを是正し、わが国固有の自然、芸

術、伝統文化といった魅力ある観光目的地のイメージの広報を実施。 

（２）国際観光振興会は、韓国、中国、香港、北米等を対象に、対象市場ごとに訴え

る観光魅力を相違させるマーケティング戦略に基づき、テレビスポット広告、

新聞雑誌広告、ジャーナリスト招請など訪日旅行促進キャンペーンを展開した。 

（３）インターネットのホームページを通じ多言語で観光情報を提供した（年間１千

７００万件のアクセス） 

（４）在外公館等と協力して、外国において日本の観光魅力を紹介した。 

総理の施政方針演説を受けて、関係省庁が一体となってワールドカップサッカ

ー大会に訪日した外国人旅行者への文化観光情報等の提供、海外における日本

理解・訪日促進のための広報宣伝の充実に取り組んだ。 

１３年度は政府広報としてはじめて、訪日旅行促進のための海外特別番組をア

メリカ、アジア・太平洋のテレビ番組で放映した。 

 

２ ことばの壁を越えた発見、交流の推進 

（１）外国人旅行者に身近で親しい国として理解してもらうため、円滑で快適な旅行

が出来るよう語学面での対応、民間交流を推進した。 

（２）観光案内所、国際交流拠点の整備を推進した。 

（３）外国語の案内標識の整備に関し、空港や駅等における案内表示についてガイド

ラインを策定し、外国語併記や外国人にも分かりやすい案内用図記号の使用を

働きかけた。地方自治体が行う観光地の案内標識の整備を支援した。 

外国からの照会に善意通訳ガイドを中心と（４）国際観光振興会のホームページに、

したボランティアが日本の観光情報を提供する電子掲示板を開設

 

ボランティアガイド 

によるＨＰでの情報提供 

 

 

した。 

韓国との民間交流 

朝鮮通信使行列を再現するみなと祭りに 

韓国から舞踊団も参加（長崎県厳原町） 
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３ 高コスト観光の是正 

（１）すべての物価の高い国というイメージを是正するため、観光関連業者はインタ

ーネットも利用して外国人旅行者向けの国内旅行商品の提供、宿泊における泊

食分離の取組みが出てきている。 

外国人旅行者が博物館、レジャー施設等で割引措置等を受けられる「ウェルカ

ムカード」の取組みも拡大している（新

（２）

たに東海ウェルカムカード、マウント

フジウェルカムカードが発行）。 

（３）交通機関における外国人向け割引運賃、低廉な宿泊施設「ウェルカム・イン」

供等の情報とともに、観光案内所、インターネットで低廉旅行情報を提 した。 

 

マウントフジウェルカムカード 

 
 

 

（１）

（平成１２年９月～１４年３月３１日までの累計） 

間協議で、ビザ審査期間の 館でのビ

４ 日中韓交流の促進 

中国国民の訪日団体観光旅行による来訪者は２３，５１６名。 

１３年９月の日中政府 短縮、在上海総領事

ザ発給の方向が示された 

（２）１３年９月の日韓観光担当大臣協議で、

来訪者数の倍増を目指す「東アジア広域観光交流圏構想（ＥＡＳＴプラン）」

日韓両国民の相互交流と他地域からの

の推進が正式に合意された。 

また、ワールドカップサッカー大会の開催や日韓国民交流年の取組みに向けて

複合型ＩＣカードプロジェクト、各種交流行事の開催について緊密な連携を行

った。 

 

５ 2002 年ワールドカップ訪日外国人旅行者の受入れ 

（１）輸送需要予測シミュレーションの結果を交通事業者、開催自治体等に情報提供

し、適切な輸送対策の実施を支援した。 

（２）開催会場へのアクセス情報等をインターネットで提供した。 
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（３）ワールドカップサッカー大会開催時に行う複数の公共交通機関や都市の施設

での複合的利用を可能とする多機能ＩＣカード実証実験に向けて、札幌におい

てプレ実験を行った。 

（４）フーリガン対策の一環として、上陸拒否、退去強制の措置を盛り込んだ出入国

管理及び難民認定法の一部を改正した（１４年３月施行）。 

 

６ 国際コンベンション等の振興 

平成１３年度において韓国からの国際会議やインセンティブ旅行の誘致等のた

め、国際観光振興会ソウル事務所に専任スタッフを配置する等、海外からのコン

ベンション誘致に取り組んだ。 

 

７ 世界の国々との観光交流強化の取組み 

  東南アジア諸国連合貿易投資観光促進センターによる観光客誘致キャンペーン

に協力した。また、平成１４年１月から新たにアセアン諸国に日韓中を加えたア

セアン＋３観光大臣会合が定期的に開催されることとなった。 

  このほか、開発途上国に対する専門家の派遣、開発調査等の協力を行った。 

 

８ 国際航空と外航海運の充実 

  ワールドカップ大会開催に間に合うように、新東京国際空港における暫定平行滑

走路の整備を進め、１０月末に完成させた。 

 

９ 外国人旅行者の出入国手続きの円滑化 

  適正な出入国管理を行うために査証審査を厳格に行いつつ、人的交流を促進する

観点から査証発給手続きの簡素化・迅速化を推進するなど、出入国管理、査証発

給手続き、検疫、通関等の各種手続き等の円滑化を図った。 
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４ 国内観光振興の施策  

 

光地の魅力の向上 １ 観

地 統の相違に基づく地域の特徴を観光資源と域の特色ある自然、歴史、文化、伝

して掘り起こした個性ある魅力的な地域づくりの取組みを支援することが地域

活性化の観点から重要である。 の

 

１）地

（１）観光資源の開発 

域の自然をインタープリターの解説を受けながら味わう自然ガイドツアーの

造成を支援する自然素材の解説書の作成、セミナーを推進した。 

 ２）地域伝統芸能等を活用したイベントの開催、海外披露を支援した。 

３）映画、テレビの撮影ロケ地として誘致するフィルム・コミッションの活動を支

援した。１３年８月には全国フィルム・コミッション連絡協議会が発足した。 

４）潜在的観光資源の発掘・整備、サービスの提供、環境整備等を総合的に実施す

るモデル事業（滞在型観光交流空間づくりモデル事業）を北海道後志、石川県

能登で実施した。 

 

民話を活かした観光地づくり 

 
民話を活かし、日本の原風景を再現し、高齢者の語り部をはじめ 

とする民話の伝承やイベントなどで観光地づくりを推進（岩手県遠野市） 

 

（２）観光地の環境づくり 

１）まちなみ景観、農村漁村景観、水辺景観、道路景観の形成のための事業を実施

し、観光地の景観づくりを推進した。 

２) 観光地における渋滞緩和のため、交通マネジメント実証実験を岐阜県白川村、

奈良県飛鳥地域、福島県会津若松市、大分県日出町で実施した。 

３) 高齢者・障害者等の円滑な移動の確保のため、公共交通機関、歩行空間、水

辺空間、観光地の休憩施設・トイレ、宿泊・文化施設についてエレベーター等
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の設置、段差・傾斜の改善、バリアフリー化を推進した。 

観光地の地域づくり 

 

（３）

身近なまちづく

り支援街路事業（歴史的街並み景観を生かした道すじの整備等）を通じ、地域

   賑わいの道づくり（商店街活性化）、水辺プラザの整備（水辺交流空間の整備

等）、シンボルロード整備（地域の特色ある道路空間を整備）、

の特色を活用した観光地の地域づくりを支援した。 

 

身近なまちづくり支援街路事業（山口県柳井市） 

 

（４

森林、農山漁村地域の中で廃校舎、農業関連施設、農家等を活用し、自然との

 

）自然を活用した交流の機会づくり 

ふれあい体験、農業体験等を行う事業を実施した。 

（５

て、保存・整備、

 

）文化遺産を活用した地域づくり 

地域の歴史的・文化的なシンボルとなっている史跡等につい

活用を図る歴史ロマン再生事業、歴史の道百選の選定、歴史国道整備、歴史的

集落・町なみ保存、歴史的港湾環境創造事業、瀬戸内海の路事業を実施した。 

 

（６）情報提供 

   道の駅における端末情報やパンフレット等による道路、観光、医療情報等の提

供、都市中心部において駐車場案内システムの整備を推進した。 

 

２ 旅行の多様化、低廉化 

  旅行関係者の工夫による魅力ある旅行商品づくりの取組みが行われている。 

（１）家族向けサービス向上のため、泊食分離など家族客向け低廉料金の設定、家族

客がくつろぎやすい部屋の設置、食事内容や方法の選択肢を増やすなどのサー

ビスに取組んでいる。 

（２）各種航空割引運賃の設定、ワンコインバスや循環観光バスの運行、共通１日乗
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車券、空港からの定額運賃タクシーなどサービス改善に取組んでいる。平成１

３年９月から高速道路料金スーパー割引が導入されている。 

３ 

（１

 

観光関係者の連携の拡大 

）平成１３年１１月に観光関連企業・団体が協力して社団法人「日本ツーリズム

産業団体連合会」が設立された。訪日外客数の大幅増加、経済波及効果を測定

しツーリズム産業の重要性をアピール、長期休暇の実現の３本柱を事業目標に

ている。 

（

活動することとし

２）各地において観光を考える百人委員会の第２回委員会が開催された。 

 

（

（２）

４ 北海道の観光振興策の推進 

１）平成１３年の来道者数は対前年比２．４％増の１，３２９万人。 

平成１３年１０月に「北海道観光のくにづくり条例」等を制定、北海道民の総

意として観光振興に取組んでいる。 

観光基盤の整備、観光資源情報ネットワークの充実、自然体験型活動等の支援

により、観光振興を

（３）

支援した。 

（４）滞在型観光交流空間モデル事業、携帯端末へのリアルタイムでの観光情報提供

の実証実験事業を実施した。 

 

 

 

滞在型観光交流空間モデル事業 

（後志
しりべし

） 

 

 

 

 

 

５ 沖縄の観光振興策の推進 

（１）平成１３年度は対前年比１．９％減の４４３万人 

（２）平成１０年の沖縄振興開発特別措置法等の改正により観光振興地域制度及び

沖縄型特定免税店制度を創設。平成１３年４月からは、関税払い戻し制度を、

免税制度に変更するとともに、対象物品を全てとする制度拡充を実施した。 

（３）平成１４年３月に成立した沖縄振興特別措置法では、観光振興計画の策定、沖

縄型特定免税店の空港外への展開、エコツーリズムの推進等支援措置を大幅に

充実した。 
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（４）米国同時多発テロ事件の影響による観光客の落込みを防止し、観光需要を喚起

するためマスメディアを活用した大規模な沖縄観光キャンペーンを展開する

とともに、特別緊急融資、沖縄への修学旅行に対する助成などを実施した。 

 

             沖縄観光キャンペーン 

 

 

６ 豪雪地帯、離島・半島地域の観光による交流推進等 

（１）豪雪地帯対策基本計画に基づき、豪雪地帯における冬季の観光対策を推進する

ため、地域の観光資源の発掘・再評価を促進するとともに、冬季利用に配慮し

た各種施設の整備を実施した。 

（２）観光による離島地域経済の活性化を図ることを目的に、離島における魅力的な

観光資源の再発見や観光ルートの開発をモニターツアーにより検証する「離島

ツアー交流推進支援事業」を実施した（平成１３年度鹿児島県三島村）。 

るため、多様な交流・連携の促進方策を検

４）平成１２年６月の三宅島の噴火以降観光客が激減している伊豆諸島の観光産

が宿泊費用の一部を助成した。 

 

５ 旅

（３）観光を通じた半島地域の活性化を図

討したほか、半島地域の観光振興を考える「半島ツーリズム大学」を開催した

（平成１３年度南房総地域）。 

（

業振興のため、東京都の市長会等

行の円滑化  

 

平成１３年７月から日本人の出帰国の手続きに際し出帰国記録カード（ＥＤカー

ド）の提出を廃止し、機械読取り式旅券の読取り機で記録を取得することとした。 

６ 観

 

光関連施設の整備  

   

もに、博物館等の文化施設、体育・スポーツ施設、オー

平

存・活用する国営吉野ヶ里歴史公園が開園

ホテル・旅館の整備とと

トキャンプ場、森林、公園、長距離自然歩道、親水レクリエーション施設等の観

光リクリエーション施設を整備した。 

成１３年４月に、国内最大級の弥生時代の環壕集落である吉野ヶ里遺跡を保

した。 
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７ 自然・文化遺産の保全  

自然公園の整備、森林等の保全管理、河川・湖沼の保全、山地

 

（１） 流域の保全、海

の環境保全、都市緑地の保全、温泉の保護、野生生物の保護などの自然の保全

。 

 

８ 観

のための施策を推進した

（２）文化財の保護、歴史的風土の保存、世界遺産の保護など文化遺産の保全のため

の施策を推進した。 

光基盤施設の整備  

 

  鉄道、道路、空港、港湾、道路交通、海上交通等旅客輸送施設の整備を推進した。

の整備を推進した。 また、観光地の環境衛生施設

 

９ 観光に係る安全確保対策  

 

を行うほか、旅行業者を通じた啓発活動によ

（２） 通等旅客輸送施設の交通安全対策、宿泊施設の

火災防止対策、林野の火災防止対策、観光地における自然災害防止対策を推進

した。また、気象等の情報の提供、山岳遭難及び水難の防止対策を推進した。 

（１）外務省海外安全相談センター、国際観光振興会により事故・事件に遭った日本

人に対する援護や安全情報の提供

り日本人海外旅行者の安全確保を推進した。 

鉄道、道路交通、航空、海上交
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「平成１４年度において講じようとする観光政策」 

（要旨） 



［平成１４年度において講じようとする観光政策］（要旨） 

１ 外

 

国人旅行者訪日促進のための戦略的取組み  

 

 ワールドカップ・サッカー大会訪日外国人旅行者の受け入れ １

（１）輸送需要予測シミュレーションの最終予測値を算出・公表し、開催自治体、公共

輸送事業者等への情報提供を通じて円滑な輸送力の確保を図る。 

（4/26に発表した最終予測値は、片道約40万人が海外と日本の間を移動する、国

内広域移動数は約316万人と予測） 

成田空港暫定平行滑走路供用開始による定期便の増便や羽田空港におけるチャ

ーター便の受け入れ拡充により航空輸送力の増強を図る。 

（２）日韓両国間の移動に関し迅速な入国手続きを実現させる「プレクリアランス」を

実施する。 

３） 交通機関の利用や複数通貨（円、ウォン）による購買が可能となるよう、非接触

枚化した複合型ＩＣカード

（

型の交通機関系カードと接触型の金融系カードを一

の活用に関する社会実験を実施する。 

 外国人旅行者の移動、観光の費用を低減すべく、航空、鉄道、バス、旅客船、高（４）

速道路に関し、大会期間中、割引運賃・料金を導入する。 

（５） 日本の文化を紹介すべく、国立博物館・美術館、国立民族学博物館、国立劇場等

の文化関係施設において入館料を減免する。 

 宿泊施設や交通機関における言語トラブルを解消すべく、開催都市の観光案内（６） 所

等現地では対応できない英語以外の言語による通訳・観光案内を支援するジャパ

ン・トラベル・サポートの実証実験を実施する。 

 成田空港において高速インターネ（７） ット接続環境の構築、リアルタイムの交通機関

情報の提供などＩＴを多面的に活用することで空港の利便性を向上する「e‐エ

アポート」の実現に関する実証実験を実施する。 

 

          ＩＣカード          ジャパン・トラベル・サポート 
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２ 

会開催で我が国が注目される機会を活用して，わが国

の豊かな自然、特色ある文化、伝統の魅力を紹介し、訪日旅行の拡大を推進する。 

日本の観光魅力の戦略的な広報・宣伝活動 

 ワールドカップ・サッカー大

（１） わが国の自然、伝統文化、体験、食文化等の観光魅力を紹介し、扇国土交通大臣

が直接訪日旅行を呼びかける訪日促進ビデオをワールドカップ開催前から年内

を通じ、日本の航空企業の全ての国際線の機内や空港ターミナルにおいて放映す

（２） 国、中国、米国の有望旅行市場に対してはテレビ、新聞広

告等を活用し、マーケティングに基づいた戦略的な訪日旅行促進キャンペーン

る。 

 国際観光振興会は、韓

を

ムページを大幅に拡充実施するとともに、ホー し、９カ国語での情報発信を強化

する。 

 

訪日促進ビデオ 

                   （体験） 

 

３ 訪日外国人の受け入れ、交流の促進 

（１）外国人旅行者が周遊できる観光ルートを整備

（３）在外公館は、各種広報媒体を利用した日本の紹介活動を積極的に展開する。 

       （文化）      

する国際観光テーマ地区、国際交流

拠点等を整備する。 

（２）博物館，宿泊施設等を利用する際に割引等の優遇措置を受けられる「ウエルカム

カード」の導入・普及、割引運賃制度の導入・普及、低廉な宿泊施設の紹介によ

り、外国人旅行者の国内旅行費用の低廉化を図る。 

（３）外国人総合観光案内所（TIC）とTICと連携する「i」案内所の整備、善意通訳（グ

ッドウィルガイド）の普及、空港・駅等や観光地における外国語、外国人にもわ

かりやすい案内表示の整備により外国人が快適で円滑な旅行ができるよう受入

体制の整備を図る。郵便局での韓国ウォン両替を開始する。 

（４）国際コンベンションの誘致を促進するとともに、２００５年日本国際博覧会（愛

知万博）の開催に向けて、（財）２００５年日本国際博覧会協会を支援する。 
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４ 日中韓交流の推進等  

（１） 本年は日中国交正常化３０周年という記念すべき年に当たることから、日中両国

の幅広い国民層による大規模な相互訪問・交流事業を実施する。 

２） 本年は「日韓国民交流年（ 」として広範な分野での日韓交流事業が計画されている

々の施策を着実に推

（３） 月３０日まで

ことから、東アジア広域観光交流圏構想（EASTプラン）の種

進し、両国間の観光交流の促進を図る。 

ワールドカップ・サッカー大会を含む一定期間（５月１５日より６

の間）３０日以内の短期滞在を目的として我が国に入国を希望する韓国国民につ

ては査証取得を免除することとするい 。 

（４）

戦略会議を我が国の

 

４

 世界観光機関（ＷＴＯ）総会の開催実績を踏まえ、海外旅行者の急増が見込まれ

る東アジア・太平洋地区の観光交流拡大についての国際的な

イニシアチブにより開催する。 

５ 外国人旅行者の訪日の円滑化  

月１８日に成田空港暫定平行滑走路の供用を開始する。この結果空港の処理能

力が大幅に増大し、特に中国や韓国などのアジア方面のシェアが増加する見込み

て

２ 国

である。引き続き、本来の2,500mの平行滑走路の早期完成に最大限の努力を図っ

いく。 

 

民の旅行促進のための取組み  

 

メリカ同時多発テロ事件後の旅行の安全性信頼への回復 １ ア

航 を中心とした旅行需要の落

（１）

行事（ビジット・ニューヨ

空機を利用した旅行への不安感等による海外旅行

ち込みを回復するため 

３月のハワイに続き、５月に一般旅行者を中心とした１，０００人規模の官民

合同使節団をニューヨークに派遣し、両国間の交流

ーク（VISIT N.Y. 1000）を実施する。 

との

間で日米観光交流の拡大について協議する。 

（4/19、商務長官と国土交通大臣は、小泉首相とベーカー駐日米国大使の立会い

の下に「観光交流の拡大に関する日米間の了解覚書(MOU)」

また、４月にエヴァンス米国商務長官が来日する機会に、扇国土交通大臣

に署名を行った。） 

（２）旅行業、航空事業者による航空機利用による旅行の需要回復キャンペーン（フ

ライワールドキャンペーン）の実施を支援する。 

 

２ 休暇取得促進の啓蒙活動 

年次有給休暇を活用した「ゆとり休暇」取得促進のための環境整備を図る。 
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観光交流の拡大に関する日米間の了解覚書(MOU)署名式 

 

３ 情報通信技術を活用した情報提

インターネット、携帯電話、カーナビゲーション等でのより一層効率的な観光情

報提供システムの構築を推進する等観光情報提供の高度化を図る。 

 

４ 観光地，旅行商品の魅力の向上 

（１）地域の創意工夫により当該地域の自然、文化、歴史等を活用した個性的な観光

まちづくりを進めるため「観光まちづくりプログラム策定推進事業

供等 

」を実施す

る。 

（２）インタープリテーションプログラム（自然ガイドツアー）の導入による観光地

の振興を図るため、インタープリターを育成するためのセミナーの開催。地域

におけるプログラム造成に対する指導等の支援を行う。 

（３）地域伝統芸能等を活用し、地域の特色を活かした観光の振興を図る。 

活用して海外

での映画のロケ隊誘致宣伝活動を行う等、フィルム・コミッション

（４）映画媒体を活用した国際交流を推進するため、国際観光振興会を

（FC）設立

の動きを積極的に支援する。 

（５）良好な街並み景観、農山漁村景観、水辺景観、道路景観の形成を図るための事

業、高齢者・障害者等の円滑な移動の確保を図るための事業を推進する。 

（６）地域固有の資源を有効に活用しつつ，各地域が主体的に実施する観光を活かし

た地域づくりを支援するため，賑わいの道づくり事業、水辺プラザの整備、シ

ンボルロード整備事業、身近なまちづくり支援街路事業を推進する。 

（７）自然、歴史的集落・街なみなど文化遺産を活用した地域づくりを推進する。 

情報提供（８） 、交通機関・宿泊施設における価格、サービスの多様化の取組みを推

進する。 

（９）北海道の観光振興策の推進 

「北海道の観光を考える百人委員会」による来道観光客数１，０００万人構想
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の提唱を受け、沿道景観に優れたルートを登録、指定し、景観の保全や整備を

図る制度づくり等に新たに取組む。 

（10）沖縄の観光振興策の推進 

エコツーリズム推進事業、世界遺産周辺整備事業、健康保養型観光推進事業、

健康保養食材・メニュー開発促進事業、デジタルアーカイブ整備事業等を新た

に推進する。 

沖縄振興特別措置法で支援措置の充実が図られた観光振興地域制度の効果的

（11）離島地域、半島、豪雪地帯における観光振興策を推進する。 

な運用に努め，魅力ある観光拠点の形成、国際ショッピングモール構想の実現

にも取組む。  

（12）ＴＳＡ（ツーリズム・サテライト・アカウント）と呼ばれる世界標準に則した

旅行・観光産業の経済統計整備のため、１３年度に引き続いて統計の把握、分

析手法の検討、データの蓄積のための調査を行う。 

 

３ 観光関連施設の整備  

 

５ 日本人海外旅行の円滑化施策 

出入国管理に関して今後とも出帰国手続の適正・円滑な処理に努めるとともに、

海外での感染症予防対策及び検疫の迅速化等を推進する。 

 

（１）ホテル・旅館の整備については引き続き財政投融資により支援するとともに、

高齢者等の利用に配慮した整備を図るため、シルバー・スター登録制度の普及

を促進するほか、ハートビル法に基づくバリアフリ－化を推進する。 
（２

の拠点となる「国立劇場おきなわ

）沖縄振興策の一つとして組踊等沖縄伝統の保存振興と伝統文化を通じたアジ

ア・太平洋地域の交流 」を平成１４年度中に

（３）

道、親水レクリエーション施設等

 

４ 

完成する（予定）。 
地域住民がスポーツや健康に関する活動を円滑に行うためのスポーツ施設、オ

ートキャンプ場、森林、公園、長距離自然歩

の観光リクリエーション施設の整備を行う。 

自然・文化遺産の保全  

 

２）文化財、歴史的風土、世界遺産など文化遺産の保全のための施策を推進する。 

 

 

（１）自然公園、森林、河川・湖沼・山地流域、海、都市緑地、温泉、野生生物など

の自然の保全のための施策を推進する。 

（

 

 21



５ 観光基盤施設の整備  

 

  鉄道、道路、空港、港湾、道路交通、海上交通等旅客輸送施設の整備を推進する。

また、観光地の環境衛生施設の整備を推進する。 

 

６ 観光に係る安全確保対策  
 
（１）日本人海外旅行者の安全確保のため、外務省海外安全相談センターによる渡航

情報の提供及び広報、国際観光振興会による情報の提供、相談･案内業務を実

施する。 
  （4/26、外務省は「海外危険情報」を見直し、従来の5段階の危険度の数字表記を

廃止し、「十分注意して下さい」等4段階の文章表記に変更した。） 
（２）鉄道事故の防止を図るため、自動列車停止装置（ATS）の設置等の整備を進め

るととも 備の整備等を

総合的に推進する。 
整備を図るため、交通安全施設等の一層

（VICS）の

整備を推進する。 
及び空域容量の拡大を図るため、衛星を利用

 

（３） 防火・避難上の安全

に対す

（４） ある観光地について、火山噴火警戒避難対策事

（５） 測

（６） 材を整

に引き続き踏切道の立体交差化、構造改良、踏切保安設

安全かつ円滑・快適な道路交通環境の

の整備拡充を図る。 
観光地周辺の交通渋滞を防止するため、道路交通情報通信システム

航空交通の安全性、効率性の向上

した航空管制等を行うための航空衛星システムの整備を推進するとともに、航

空路監視レーダー性能向上整備の推進、方位・距離情報提供施設の性能向上整

備等を進める。

海上交通の安全を確保するため、海上交通関係法令の励行に重点をおくととも

に、航路標識の新設及び改良改修を計画的に推進する。 
旅館，ホテル等のうち，特に既存不適格建築物について、

の確保を図るとともに、防火安全体制の整備，高齢者，視聴覚障害者等

る火災安全対策の推進などを通じた旅館・ホテル等における実態的な防火安全

体制の充実及び維持の徹底を促進する。 
土砂災害が発生しやすい環境に

業の実施等総合的な土砂災害対策を推進する。 
台風・集中豪雨・豪雪等の自然現象を早期かつ正確に把握するため，気象観

施設，気象レーダー観測網の更新を行うほか、ホームページによる気象情報の

提供による幅広い国民一般の利便性向上を図る。 
山岳救助隊等の救助技術の向上に努めるとともに，救助活動用装備資機

備拡充するなど，救助体制の強化，充実を図るほか、安全登山の啓もう、水難

の防止対策等を講じる。 
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